
戸畑まちむすび地域共創事業実施要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、戸畑まちむすび地域共創事業（以下「事業」という。）を

実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業の目的） 

第２条 この事業は、戸畑区が「文教のまち」として、地域課題の解決や地域のに

ぎわいづくりに係る活動の経費の一部を補助することにより、若者や多世代のつ

ながりを促進し、戸畑区全体の地域の活性化につなげることを目的とする。 

 

（対象活動） 

第３条 事業の対象となる活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

ただし、北九州市及び北九州市の政策連携団体から補助金等の交付を受けてい

る活動、営利を主目的とした活動、宗教的な活動及び政治的な活動は除く。 

（１）地域におけるまつりなど、地域住民の交流の促進に関する活動や、地域

課題の解決につながる活動 

（２）まちづくりや、地域のにぎわいづくり等の地域の活性化につながるイベ

ント等の活動 

（３）その他市長が特に認めたもの 

 

（対象団体） 

第４条 事業の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。 

（１）戸畑区内に団体(企業・学校等含む)の活動の拠点を有し、構成員の過半

数が戸畑区に在住、在勤、在学のいずれかであること 

（２）特定の政党若しくは宗教又は公選の選挙の候補者の支持に関係のある団

体でないこと 

（３）営利を目的とした団体（企業等）の場合は、実行委員会等の複数団体の

組織を構成していること 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴力団対策

法」という。）第２条第２号に定める暴力団又は暴力団若しくは暴力団対

策法第２条第６号に定める暴力団員と密接な関係を有するものでないこと 

（５）その他補助を行うことが不適当と認められる団体でないこと 

 

（活動の実施期間） 

第５条 補助対象となる活動は、４月から翌年３月までの１年間に実施されるも

のとする。 



（対象経費） 

第６条 補助金の交付対象経費は、別表に定める経費とし、活動の実施に直接要

するものに限る。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助対象となる活動に係る補助金の額は、第３条に掲げる活動に要する

経費のうち、補助の対象となる経費の２分の１以内で、３０万円を上限として

市長が決定する。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、その他の収入がある場合は、まずその収入から補

助対象外経費を減じ、なお残余がある場合は、補助対象経費から当該金額を減

じる。 

３ １年度当たりの補助金の総額は、当該年度の予算に定める額の範囲とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする団体（以下「申請団体」という。）

は、次の書類を別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。 

（１）補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）活動計画書（様式第２号） 

（３）収支予算計画書（様式第３号） 

（４）団体の構成員名簿（様式４号） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

（検討会の設置） 

第９条 市長は、補助対象となる活動を選考するため、「戸畑まちむすび地域共

創事業選定検討会」（以下「検討会」という。）を開催し、学識経験者等の構

成員から専門的な意見を聴取するものとする。 

２ 検討会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

 

（交付の決定） 

第１０条 市長は、検討会における構成員の意見を参考に、申請団体の活動につ

いて補助金交付の可否及び補助金の額を決定する。 

２ 同一年度において補助金交付を行う活動は１団体につき１件とする。 

３ 補助金の交付は、同一団体の同一活動に対しては１回に限るものとする。た

だし、交付決定を受けた団体が、当該活動に新たな企画を加えるなどして同一

でない内容と認められる場合には、その翌年度に限り交付申請を行うことがで

きる。 

４ 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書



（様式第５号）により申請団体に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い方法） 

第１１条 この要綱に定める補助金については、補助対象活動の円滑な遂行を図

るため、必要であると認められるときは、補助対象活動の完了前に前条第１項

に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払いすることができる。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１２条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請団体（以下「交付団体」とい

う。）が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（１）第４条に規定する対象団体に該当しないことが判明したとき 

（２）補助対象活動の全部又は一部を遂行できなくなったとき 

（３）補助対象活動が、事業の目的に沿わなくなったとき 

（４）補助金を他の用途に使用したとき 

（５）その他市長が適当でないと認めるとき 

２ 前項の規定により交付団体が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され

た場合に生じた損害については、市は、その賠償の責任を負わない。 

 

（実績報告） 

第１３条 交付団体は、補助対象活動が完了したときは、２０日以内に次の書類

を市長に提出しなければならない。 

（１）実績報告書（様式第６号） 

（２）活動報告書（様式第７号） 

（３）収支決算報告書（様式第８号） 

（４）領収書等補助対象経費を支払ったことを証する書類 

（５）写真、チラシ、パンフレット等活動の実施について確認をするのに参考

となる書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査及

び必要に応じて行う現場確認検査等を行い、補助金の額を確定するものとす

る。 

２ 市長は前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金額の

確定通知書（様式第９号）により交付団体に通知する。 

 

（補助金等の返還） 

第１５条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助対象活動



の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 交付団体は、補助金の返還を命じられたときは、速やかに市長へ返還しなけ

ればならない。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第１６条 第８条の規定にかかわらず、電子情報処理組織（市の機関等の使用に

係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して申請等を行わせることができ

る。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行

うものとして規定した第８条に規定する書面等により行われたものとみなす。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達した

ものとみなす。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別

に戸畑区長が定める。 

２ 補助金の交付等にあたっては、この要綱のほか北九州市補助金等交付規則

（昭和４１年北九州市規則第２７号）の定めるところによる。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 
 


